
 
氏  名  久  保  秀  雄  

 
（ 論 文 内 容 の 要 旨 ）  
 
 本 論 文 は 、 現 代 日 本 の 都 市 コ ミ ュ ニ テ ィ （ Ｊ 市 Ｎ 町 ） に お い て 、 介 護 付 有 料

老 人 ホ ー ム 建 設 を め ぐ っ て 建 築 主 と 住 民 と の 間 で な さ れ た 「 契 約 に よ る 紛 争 処

理 」 を 素 材 と し 、 ウ ェ ー バ ー を は じ め と す る 法 社 会 学 の 契 約 理 論 ・ 紛 争 処 理 理

論 に よ る 分 析 を 行 っ た 、 い わ ば 法 的 エ ス ノ グ ラ フ ィ ー と 言 え る も の で あ る 。 本

論 文 を 通 じ て 著 者 は 、 契 約 の 原 生 的 機 能 が 、 法 社 会 学 に お け る 一 般 的 な 想 定 に

反 し 、 市 場 取 引 で は な く 社 会 的 関 係 の 形 成 に あ る こ と を 示 そ う と し て い る 。  
 本 論 文 の 構 成 は 、 以 下 の 通 り で あ る 。 第 一 章 で は 、 法 社 会 学 の 先 行 研 究 が 概

観 さ れ 、 こ れ と の 関 連 で 本 論 文 の 位 置 づ け が な さ れ る 。 第 二 章 で は 、 調 査 ・ 分

析 の 方 法 が 設 定 さ れ る 。第 三 章 で は 、建 築 主 と 住 民 と の 間 で 取 り 交 わ さ れ た「 契

約 書 」 の 読 解 が 行 わ れ 、 そ の 片 務 的 性 質 が 明 ら か に さ れ る 。 こ の よ う な 「 契 約

書 」 を 成 立 せ し め た 要 因 は 何 か に つ き 、 第 四 章 に お い て 、 当 事 者 の 「 法 意 識 」

（ 動 機 ）と そ れ が 実 現 さ れ た「 社 会 的 プ ロ セ ス 」（ 因 果 関 係 ）に つ い て 分 析 が な

さ れ る 。 続 く 第 五 章 で は 、 こ う し た 当 事 者 に よ る 実 践 の 背 後 に あ る 社 会 的 条 件

に つ い て 分 析 が な さ れ 、 第 六 章 に お い て 総 括 す る 。  
 本 論 文 に よ れ ば 、 従 来 の 法 社 会 学 的 研 究 は 、 紛 争 処 理 方 式 の 原 型 が 「 交 渉 と

合 意 」 に あ る こ と を 指 摘 し な が ら 、 こ の 過 程 の 実 態 を 具 体 的 事 例 に 即 し て 解 明

す る 作 業 を 行 な っ て い な い 。 そ こ で 著 者 は 、 上 記 紛 争 が 「 契 約 書 」 の 作 成 に よ

っ て 解 決 さ れ る に 至 っ た 過 程 を 調 査 ・ 分 析 す る こ と に よ っ て 、 こ の 欠 を 補 お う

と す る 。 こ の こ と は 同 時 に 、 契 約 を （ 財 の 移 転 機 能 で は な く ） 紛 争 処 理 機 能 に

お い て 把 握 す る こ と も 意 味 す る 。  
 こ う し て 著 者 は 、ウ ェ ー バ ー 理 解 社 会 学 の 枠 組 に の っ と り 、「 契 約 」を 法 律 行

為 と し て 教 義 学 的 に 解 釈 す る の で は な く 、 社 会 的 行 為 と し て （ 当 事 者 が 抱 く 主

観 的 意 味 を ）解 釈・（ そ の 実 現 過 程 を ）説 明 す る こ と に な る 。そ の 際 、「 契 約 書 」

の 読 解 の み な ら ず 、 参 与 観 察 や イ ン タ ビ ュ ー 調 査 な ど を 組 み 合 わ せ た マ ル チ メ

ソ ッ ド 法 を 採 用 す る こ と で 、 当 該 紛 争 解 決 実 践 を 多 面 的 か つ 重 層 的 に 描 き だ そ

う と し て い る 。  
 著 者 は 「 契 約 書 」 の 読 解 に よ り 、 当 該 契 約 が 紛 争 予 防 的 な 協 定 で あ り 、 し か

も 、 建 築 主 側 が 住 民 に 対 し て 問 題 の 予 防 ・ 対 策 等 の 一 方 的 な 義 務 を 負 う 片 務 的

な 内 容 の も の で あ る こ と を 明 ら か に し た 。 そ し て 著 者 は 、 こ の 片 務 性 の 原 因 と

し て 、 Ｊ 市 が 定 め た 行 政 規 則 「 紛 争 防 止 要 項 」 の 影 響 を 挙 げ て い る 。 さ ら に 著

者 に よ れ ば 、 こ う し た 国 家 的 「 公 的 秩 序 」 の 機 能 は 交 渉 力 格 差 の 是 正 に と ど ま

ら な い 。 住 民 は 、 予 防 す べ き 「 紛 争 」 の 定 義 （「 電 波 障 害 」 な ど ）・ 当 事 者 と し

て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ （「 近 隣 ／ 周 辺 住 民 」） を 「 要 項 」 か ら 学 習 し 、 こ れ ら を

自 ら の 「 私 的 秩 序 形 成 」（ p r i v a t e  o r d e r i n g） に 役 立 て て い っ た の で あ る 。  
 当 事 者 は ど の よ う な 動 機 か ら 「 契 約 書 」 を 作 成 し た の か 。 著 者 は 、「 契 約 書 」

の 文 言 と 「 紛 争 防 止 要 項 」 の 文 言 と の 間 に は ズ レ （ 後 者 に は 「 家 屋 補 償 」 に つ

い て の 規 定 が な い な ど ） が 見 ら れ る こ と か ら 、 住 民 側 の 「 契 約 書 」 作 成 目 的 が

国 家 的「 公 的 秩 序 」の 不 足 を 補 う こ と に あ っ た こ と を 明 ら か に し て い る 。で は 、

こ う し た 動 機 は ど の よ う な 因 果 的 連 関 を た ど っ て 実 現 さ れ た の か 。著 者 は 、「 世  
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話 人 会 」 に お け る 上 記 問 題 の 認 識 と こ れ を 解 消 す る た め の 草 稿 の 起 草 、 建 築 主

と の 数 回 の「 事 前 折 衝 」、そ し て「 第 四 回 住 民 説 明 会 」に お け る 契 約 締 結 、こ う

し た 一 連 の 過 程 を 調 査 デ ー タ に よ り 丁 寧 に 跡 づ け て い る 。  
 以 上 の よ う な 当 事 者 に よ る 実 践 を 可 能 に し た 社 会 的 条 件 は 何 か 。 著 者 は 、 交

渉 窓 口 と な っ た「 世 話 人 会 」、と り わ け こ れ を 組 織 し た Ｏ 氏 と い う ア ン ト レ プ レ

ナ ー の 存 在 を 重 視 し て い る 。 Ｏ 氏 は 、 住 民 側 利 益 の 貫 徹 と い う ス タ イ ル を と ら

ず 、「 自 主 防 災 」な ど の「 理 念 」を 掲 げ て 運 動 全 体 を リ ー ド し て き た 。そ の 結 果 、

住 民 （ 新 た に 加 わ る 建 築 主 も 含 む ） 相 互 の 信 頼 関 係 が 醸 成 さ れ 、 国 家 的 「 公 的

秩 序 」の 不 足 を 補 う「 公 共 空 間 」（ 交 通 事 故 防 止 の た め の 取 組 み な ど ）が 住 民 自

身 の 手 に よ っ て 創 出 さ れ る こ と に な っ た 、 と 著 者 は 述 べ て い る 。  
 以 上 の 調 査 ・ 分 析 を 踏 ま え て 、 著 者 は 、 契 約 の 原 生 的 機 能 が 社 会 的 関 係 （ コ

ミ ュ ニ テ ィ ） 形 成 に あ る こ と を 主 張 し 、 さ ら に 、 私 的 秩 序 と 公 的 秩 序 の 重 層 的

関 係 な ど 、 法 と 社 会 に 関 す る 一 般 的 メ カ ニ ズ ム が 、 こ れ ら 個 々 の 紛 争 解 決 事 例

に 縮 図 的 に 再 現 さ れ る こ と を 指 摘 し て い る 。  
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（ 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 ）  
 
 従 来 の 法 社 会 学 的 な 紛 争 処 理 研 究 （ ト ル ー ベ ッ ク ・ ギ ャ ラ ン タ ー な ど ） は 、

法 的 紛 争 処 理 よ り も 「 交 渉 と 合 意 」 に よ る 紛 争 処 理 を 重 視 し て き た 。 こ う し た

多 く の 先 行 研 究 を 手 掛 か り に 、 本 論 文 に お い て 著 者 は 、 Ｊ 市 Ｎ 町 で の 介 護 付 有

料 老 人 ホ ー ム 建 設 を め ぐ る 紛 争 事 例 を 具 体 的 検 討 対 象 と す る 。 ま た 著 者 は 、 当

該 紛 争 が 「 契 約 書 」 の 作 成 に よ っ て 収 束 し た こ と を 受 け 、 こ こ で も 法 社 会 学 的

な 契 約 研 究 （ マ コ ー レ イ な ど ） の 成 果 を 多 く 摂 取 し つ つ 、 財 の 移 転 に と ど ま ら

な い 契 約 の 機 能 に つ い て 考 察 を 行 っ て い る 。  
 著 者 は 、当 該 建 設 紛 争 に 長 期 密 着 し 、当 事 者 へ の イ ン タ ビ ュ ー 、「 住 民 説 明 会 」

な ど へ の 参 与 観 察 を 通 し て 獲 得 し た 多 く の 調 査 デ ー タ を も と に 、 紛 争 の 展 開 過

程 を 詳 細 に 記 述 し て い る 。 そ の 上 で 著 者 は 、 ウ ェ ー バ ー 理 解 社 会 学 を 主 た る 分

析 枠 組 と し て 採 用 し 、 当 事 者 の 主 観 的 動 機 づ け の 解 釈 、 そ れ が 契 約 締 結 ・ 紛 争

解 決 と し て 結 実 す る ま で の 因 果 的 連 関 の 説 明 を 行 い 、 さ ら に 、 こ の 全 過 程 の 背

後 に 存 す る 当 事 者 外 的 要 因 （ 社 会 的 条 件 ） に つ い て も 考 察 を 行 っ て い る 。  
 本 論 文 の 主 張 は 、 以 下 の 通 り で あ る 。 当 該 「 契 約 書 」 は 建 築 主 側 に の み 問 題

の 予 防 等 の 義 務 を 負 わ せ る 片 務 的 な 協 定 で あ っ た 。 こ の よ う な 「 私 的 秩 序 」 が

形 成 さ れ た 背 景 に は 、国 家 的 な「 公 的 秩 序 」― Ｊ 市 の 行 政 規 則「 紛 争 防 止 要 項 」

等 ― の 存 在 が あ っ た 。 住 民 は 、 後 者 の 不 足 を 補 い 、 よ り 十 全 な 「 安 全 と 安 心 」

を 実 現 す る 意 図 で 、「 契 約 書 」の 作 成 を 行 っ た 。最 終 的 に 契 約 締 結 に 至 る ま で に

は 、「 世 話 人 会 」「 事 前 折 衝 」「 住 民 説 明 会 」に お け る 一 連 の「 交 渉 と 合 意 」が 必

要 で あ っ た 。 そ し て 、 以 上 の よ う な 過 程 を 可 能 に し た 重 要 な 社 会 的 要 因 に 、 住

民 相 互 の 信 頼 感 醸 成 と い う 「 理 念 」 を 掲 げ て 運 動 を 主 導 し て き た Ｏ 氏 と い う ア

ン ト レ プ レ ナ ー の 存 在 が あ っ た 。 本 契 約 交 渉 ・ 紛 争 処 理 過 程 を 通 じ て 住 民 が 行

っ た こ と は 、 こ の よ う な 望 ま し い コ ミ ュ ニ テ ィ の あ り 方 に 関 す る 協 同 的 な 意 思

決 定 ― 「 公 共 空 間 」 の 創 出 ― で も あ っ た の で あ る 。  
 本 論 文 は 、 幅 広 い 法 社 会 学 的 知 見 と 具 体 的 紛 争 事 例 に つ い て の 綿 密 な 調 査 ・

分 析 に 裏 付 け ら れ た 優 れ た 内 容 を も ち 、 契 約 の 原 生 的 機 能 に つ い て 深 度 の あ る

考 察 を 行 っ て い る 。 た し か に 、 そ の 分 析 枠 組 の 設 定 、 と り わ け ウ ェ ー バ ー 理 論

の 理 解 ・ 解 釈 に つ い て な お 若 干 の 改 善 の 余 地 が 認 め ら れ る が 、 具 体 的 事 例 に 密

着 し た 法 的 エ ス ノ グ ラ フ ィ ー と し て 、 本 論 文 が 従 来 の わ が 国 の 法 社 会 学 的 契 約

研 究 ・ 紛 争 処 理 研 究 に 新 た な 視 角 を 持 ち 込 む も の で あ る こ と は 間 違 い な く 、 学

問 的 意 義 に は 非 常 に 大 き な も の が あ る と 言 え る 。  
 以 上 の 理 由 に よ り 、 本 論 文 は 博 士 （ 法 学 ） の 学 位 を 授 与 す る に 相 応 し い も の

と 認 め ら れ る 。  
 な お 、 平 成 2 1 年 2 月 1 3 日 に 調 査 委 員 3 名 が 論 文 内 容 と そ れ に 関 連 し た 試 問

を 行 っ た 結 果 、 合 格 と 認 め た 。  
 
 

 


